
北海道看護協会

専務理事 田中かおり

災害支援ナース（災害・新興感染症対応）の

新たな体制構築について

災害支援ナース（災害・新興感染症対応）に
係る新たな体制構築と研修についての説明会



災害支援ナースの応援派遣

今回のCOVID-19対応では、本来想定していた自然災害ではなかったもの
の、これまでの災害時の経験を活かして、感染症の専門家と連携しクラスタ
ーが発生した医療機関、介護施設等での感染制御・業務継続の支援や都道府
県庁におけるコロナ患者の入院・搬送先の調整等を行った
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（2023年4月19日現在）

４ 北海道看護協会災害支援ナース登録者数 621名

【支部別】
支部別登録状況（分布図） （ｎ＝３３７）



災害支援ナース（災害・新興感染症対応）の
養成・応援派遣の目的

➢ 従前より、災害派遣に貢献してきた災害支援ナースによる災害
時の応援派遣に加え、新興感染症発症時の応援派遣にも対応で
きる看護職員の養成を推進し、円滑な派遣調整のための仕組み
を整備することにより、新型コロナなどの新興感染症の発生に
際して、都道府県において迅速に看護職員等の確保を図るため
の体制の整備を推進する。

➢ 令和6年度以降、災害支援ナース（災害・新興感染症対応）を
改正医療法の「災害・感染症医療業務従事者」と位置づけ、都
道府県・医療機関間の協定に基づく業務と位置づけることによ
り、災害救助法・改正感染症法の規定に基づき、応援派遣に係
る実費を公的に負担し、災害支援ナースに係る業務を「医療機
関における業務」として、安定的かつ安心して実施できる環境
を整備する。





現 行 新

法令等の根拠 改正医療法・改正感染症法
（2024年4月施行）

派遣の対象 自然災害 自然災害・新興感染症

養成・登録 養成：都道府県看護協会・日看協
登録：都道府県看護協会

国

派遣形態 個人により異なる
・休暇を取得
・業務（出張）扱い等

原則として派遣元の医療機関の職員
として看護業務に従事する
（業務扱い）

派遣要請 各都道府県共通の派遣要請ルート
無し

都道府県の派遣要請に基づく
（道内調整で対応できない場合は、

国が全国応援派遣調整を実施）

経 費 近隣支援・広域支援の場合は、交通
費・宿泊費の実費及び日当を日看協
が負担

公的に負担
（協定に基づく災害・感染症、医療業務従事
者またはDMAT, DPATの派遣に要する費用
は都道府県が支弁する）

災害支援ナース（災害・新興感染症対応）の
仕組みの主な変更点



現行の仕組みからの変更点

【応援派遣調整】

○災害派遣ナースの応援派遣は、すべて在籍出向で行う

○災害支援ナース活動要領より
・災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設
（病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会
等）との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基
づき派遣される

・災害支援ナースは、登録有効期間において、更新を目的として
厚生労働省医政局が実施する研修に1回以上参加する

○新たな災害支援ナースの体制については、移行期間として
３年間を設ける
・現行の災害支援ナースの体制は、移行期間後に発展的に解消する





感染症発生・まん延時における広域的な医療人材派遣



災害・感染症医療業務従事者と
災害支援ナース（災害・新興感染症対応）の位置づけ

災害・感染症医療業務従事者

DMAT DPAT

改正感染症、改正
医療法に基づく

各都道府県が地域の実情に
応じて、都道府県と医療機
関以外の間で、応援派遣に
係る協定を締結した場合
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